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十
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月
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日
受
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答

弁

第

六

号 
   

衆
議
院
議
員
草
川
昭
三
君
提
出
自
動
車
損
害
賠
償
責
任
保
険
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す

る
。 

内
閣
衆
質
一
〇
三
第
六
号 

昭
和
六
十
年
十
一
月
十
九
日 

衆

議

院

議

長 
坂 

田 

道 

太 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

中 

曽 

根 

康 

弘 

一 

 



 

三 

 
衆
議
院
議
員
草
川
昭
三
君
提
出
自
動
車
損
害
賠
償
責
任
保
険
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

自
動
車
損
害
賠
償
責
任
保
険
（
以
下
「
自
賠
責
保
険
」
と
い
う
。
）
の
保
険
料
率
の
変
更
に
つ
い
て
は
、
大
蔵
大

臣
が
自
動
車
損
害
賠
償
責
任
保
険
審
議
会
（
以
下
「
審
議
会
」
と
い
う
。）
に
諮
つ
た
上
で
認
可
し
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
る
が
、
原
動
機
付
自
転
車
の
よ
う
な
純
保
険
料
の
額
の
低
い
車
種
に
つ
い
て
は
、
昭
和
六
十
年
六
月
七
日

衆
質
一
〇
二
第
三
三
号
に
お
い
て
述
べ
た
と
お
り
、
そ
の
営
業
保
険
料
に
占
め
る
純
保
険
料
の
割
合
が
小
さ
く

な
る
の
は
、
や
む
を
得
な
い
と
考
え
る
。 

二
に
つ
い
て 

自
賠
責
保
険
は
、
そ
の
契
約
が
車
両
単
位
で
強
制
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
普
通
乗
用
車
と
原
動
機

付
自
転
車
を
一
体
化
し
た
契
約
制
度
を
広
く
利
用
さ
れ
る
よ
う
な
形
で
自
賠
責
保
険
に
導
入
す
る
こ
と
は
、 



四
に
つ
い
て 

三
に
つ
い
て 

困
難
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。 

な
お
、
昭
和
五
十
九
年
十
二
月
十
九
日
の
審
議
会
答
申
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
本
年
一
月
か
ら
、
算
定
会
及
び

損
害
保
険
会
社
に
お
い
て
、
医
療
費
調
査
担
当
者
に
対
す
る
研
修
を
強
化
す
る
と
と
も
に
、
医
療
費
調
査
担
当

者
数
の
増
員
を
行
つ
て
お
り
、
ま
た
、
算
定
会
及
び
社
団
法
人
日
本
損
害
保
険
協
会
に
お
い
て
、
交
通
事
故
医

療
に
関
す
る
調
査
、
研
究
を
強
化
す
る
と
と
も
に
、
社
団
法
人
日
本
医
師
会
の
協
力
を
得
つ
つ
責
任
保
険
に
つ

い
て
の
診
療
報
酬
基
準
案
の
作
成
作
業
を
進
め
る
等
、
医
療
費
適
正
化
の
た
め
に
多
大
の
努
力
が
な
さ
れ
て
い

る
と
承
知
し
て
い
る
。 

自
賠
責
保
険
に
係
る
医
療
費
に
つ
い
て
は
、
自
動
車
保
険
料
率
算
定
会
（
以
下
「
算
定
会
」
と
い
う
。）
に
お
け

る
調
査
を
充
実
す
る
等
、
従
来
か
ら
、
そ
の
支
払
の
適
正
化
に
努
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

四 

 



五
に
つ
い
て 

六
に
つ
い
て 

非
業
務
用
の
自
動
車
に
係
る
自
賠
責
保
険
の
保
険
料
及
び
自
動
車
保
険
料
は
、
そ
の
自
動
車
の
保
有
に
伴
う

維
持
費
の
一
種
と
考
え
ら
れ
、
様
々
な
国
民
の
生
活
態
様
の
中
か
ら
こ
の
よ
う
な
特
定
の
家
計
支
出
を
抜
き
出

し
て
税
制
上
し
ん
酌
す
る
に
は
お
の
ず
か
ら
限
界
が
あ
る
こ
と
、
租
税
特
別
措
置
の
整
理
合
理
化
が
急
務
と
さ

れ
て
い
る
こ
と
等
か
ら
、
こ
れ
ら
を
所
得
控
除
の
対
象
と
す
る
こ
と
は
適
当
で
な
い
と
考
え
る
。 

自
賠
責
保
険
及
び
自
動
車
損
害
賠
償
責
任
共
済
（
以
下
「
自
賠
責
保
険
等
」
と
い
う
。
）
は
、
長
期
的
に
は
収
支

相
償
う
よ
う
な
運
営
が
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
そ
の
運
用
の
成
果
で
あ
る
運
用
益
は
損
害
保
険
会
社
等
に
帰

属
し
て
お
り
、
ま
た
、
法
人
税
の
基
本
的
な
考
え
方
か
ら
す
れ
ば
、
事
業
年
度
を
単
位
と
し
て
他
の
保
険
収
支

等
を
含
め
当
該
損
害
保
険
会
社
等
全
体
に
つ
い
て
の
所
得
計
算
を
行
う
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
、
自
賠
責
保
険

等
に
係
る
運
用
益
の
み
を
別
異
に
扱
い
、
こ
れ
を
非
課
税
と
す
る
こ
と
は
適
当
で
な
い
と
考
え
る
。 

五 

 



 

六 

損
害
保
険
会
社
が
、
自
動
車
保
険
等
一
般
の
保
険
の
引
受
け
に
当
た
つ
て
、
諸
般
の
状
況
を
考
慮
し
て
危
険

の
選
択
を
行
う
こ
と
は
、
保
険
契
約
者
全
体
の
利
益
の
た
め
に
当
然
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。 

し
か
し
、
保
険
事
業
の
性
格
上
、
損
害
保
険
会
社
が
可
能
な
限
り
保
険
需
要
に
応
じ
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
損
害
保
険
業
界
に
お
い
て
は
、
自
動
車
対
人
賠
償
保
険
プ
ー
ル
を
設
け
る
等
の
努
力
を
払
い
、
業

界
全
体
を
通
じ
て
自
動
車
保
険
の
契
約
を
拒
否
す
る
こ
と
が
多
発
し
な
い
よ
う
措
置
し
て
い
る
と
承
知
し
て
い

る
。 な

お
、
一
部
の
損
害
保
険
会
社
に
お
い
て
、
経
営
上
の
必
要
性
に
基
づ
き
、
自
動
車
保
険
に
係
る
営
業
を
縮

減
す
る
等
の
観
点
か
ら
、
自
動
車
保
険
契
約
の
引
受
け
に
際
し
、
契
約
者
を
厳
し
く
選
別
す
る
こ
と
は
あ
り
得

る
と
し
て
も
、
損
害
保
険
業
界
全
体
と
し
て
自
動
車
保
険
の
契
約
を
拒
否
す
る
こ
と
は
多
発
し
て
い
な
い
と
承

知
し
て
い
る
。 

右
答
弁
す
る
。 




